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ふるさと雇用再生特別対策事業を受託している事業主の皆様へ

事業実施において雇用した労働者を、引き続き正規労働者として雇用

した場合、一時金が支給されます。

青森県又は県内市町村が行うふるさと雇用再生特別対策事業を受託している事業主が、

受託事業実施にあたり新たに雇い入れた労働者を、引き続き正規労働者として雇い入れた

場合、一人当たり３０万円の一時金を支給します。

１ 申請及び支給の対象

一時金の支給ができるのは、次のいずれにも該当する事業主です。

（１） 県又は市町村のふるさと雇用再生特別対策事業の委託事業を実施する事業主又

は再委託を受けた事業主

（２） 委託事業の実施にあたり、新たに雇い入れた者を委託事業の終了の日までの間

に、期間の定めのない労働契約を締結し、当該事業所において正規労働者として

位置付けた者（以下「対象労働者」という。）を委託事業終了後も引き続き雇い

入れる事業主

（３） 対象労働者を支給申請日時点において雇用している事業主

２ 支給額

対象労働者１人につき３０万円

３ 申請書提出

正規労働者として雇い入れた年度の終了後、事業主からの申請が必要です。

（１）申請書提出先

県の委託事業は、商工労働部労政・能力開発課

市町村の委託事業は、当該市町村

（２）提出時期及び期間

平成２２年４月１日～平成２３年２月２８日

※その他詳細（申請書類、申請後の手続き）については、県の商工労働部労政・能力開発

課又は委託を受けた当該市町村に御確認ください。
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《問い合わせ先一覧》

１ 県から委託事業を受託した事業主の方

お問い合わせ課 電 話 番 号

商工労働部労政・能力開発課 ０１７－７３４－９４０１（直通）

２ 市町村から委託事業を受託した事業主の方

市町村名 お問い合わせ課 電 話 番 号（代表）

青森市 雇用創出・企業立地課 ０１７－７３４－１１１１

弘前市 商工労政課 ０１７２－３５－１１１１

八戸市 雇用支援対策課 ０１７８－４３－２１１１

黒石市 商工観光課 ０１７２－５２－２１１１

五所川原市 商工観光課 ０１７３－３５－２１１１

十和田市 商工労政課 ０１７６－２３－５１１１

三沢市 産業政策課 ０１７６－５３－５１１１

むつ市 商工観光課 ０１７５－２２－１１１１

つがる市 地域振興対策室 ０１７３－４２－２１１１

平川市 商工観光課 ０１７２－４４－１１１１

平内町 産業振興課 ０１７－７５５－２１１８

今別町 町民福祉課 ０１７４－３５－２００１

蓬田村 住民生活課 ０１７４－２７－２１１１

外ヶ浜町 政策推進課 ０１７４－３１－１１１１

鰺ヶ沢町 産業振興課 ０１７３－７２－２１１１

深浦町 企画財政課 ０１７３－７４－２１１１

西目屋村 総務課 ０１７２－８５－２１１１

藤崎町 企画課 ０１７２－７５－３１１１

大鰐町 企画観光課 ０１７２－４８－２１１１

田舎館村 産業課 ０１７２－５８－２１１１

板柳町 企画財政課 ０１７２－７３－２１１１

鶴田町 産業観光課 ０１７３－２２－２１１１

中泊町 総務課 ０１７３－５７－２１１１

野辺地町 産業観光振興課 ０１７５－６４－２１１１

七戸町 企画財政課 ０１７６－６８－２１１１

六戸町 産業課 ０１７６－５５－３１１１

横浜町 産業建設課 ０１７５－７８－２１１１

東北町 商工観光課 ０１７６－５６－３１１１

六ヶ所村 商工観光課 ０１７５－７２－２１１１

おいらせ町 商工観光課 ０１７８－５６－２１１１

大間町 住民福祉課 ０１７５－３７－２１１１

東通村 農林水産課 ０１７５－２７－２１１１

風間浦村 産業建設課 ０１７５－３５－２１１１

佐井村 産業建設課 ０１７５－３８－２１１１

三戸町 総務課 ０１７９－２０－１１１１

五戸町 企画振興課 ０１７８－６２－２１１１

田子町 町民課 ０１７９－３２－３１１１

南部町 商工観光課 ０１７８－７６－２１１１

階上町 町民課 ０１７８－８８－２１１１

新郷村 産業建設課 ０１７８－７８－２１１１


